
 

一 

◎
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
政
治
資
金
規
正
法
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
基
本
理
念
□ 

第
二
条 

□
略
□ 

    

２ 

□
略
□ 

  

３ 

政
治
資
金
の
収
支
の
報
告
に
当
た
つ
て
は
□
真
実
の
記
載
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
□
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
支
出
の
相
手

方
と
し
て
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
を
記
載
す
る
等
政
治
活
動
の
公

明
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

  

□
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の
開
催
□ 

第
八
条
の
二 

□
略
□ 

  

□
渡
切
り
の
方
法
に
よ
る
支
出
の
禁
止
□ 

 

□
基
本
理
念
□ 

第
二
条 

こ
の
法
律
は
□
政
治
資
金
が
民
主
政
治
の
健
全
な
発
達
を
希
求
し
て

拠
出
さ
れ
る
国
民
の
浄
財
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
□
そ
の
収
支
の
状
況
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
□
こ
れ
に
対
す
る
判
断
は
国
民
に
ゆ
だ
ね
□

い
や
し
く
も
政
治
資
金
の
拠
出
に
関
す
る
国
民
の
自
発
的
意
思
を
抑
制
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
□
適
切
に
運
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

政
治
団
体
は
□
そ
の
責
任
を
自
覚
し
□
そ
の
政
治
資
金
の
収
受
に
当
た
つ

て
は
□
い
や
し
く
も
国
民
の
疑
惑
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
□
こ
の
法
律

に
基
づ
い
て
公
明
正
大
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

□
新
設
□ 

     
□
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の
開
催
□ 

第
八
条
の
二 

□
略
□ 

  



  

二 

第
八
条
の
二
の
二 

政
治
団
体
の
経
費
の
支
出
は
□
当
該
政
治
団
体
の
役
職
員

又
は
構
成
員
に
対
す
る
渡
切
り
の
方
法
に
よ
つ
て
は
□
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
□ 

 

□
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
通
知
□ 

第
十
九
条
の
八 

□
略
□ 

  

□
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
の
異
動
の
制
限
□ 

第
十
九
条
の
八
の
二 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
衆
議
院
議
員
又
は
参

議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
が
□
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員

に
係
る
公
職
の
候
補
者
で
な
く
な
つ
た
と
き
□
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議

員
が
当
該
公
職
の
選
挙
に
係
る
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
で
な
く
な
つ
た

と
き
を
含
む
□
□
又
は
死
亡
し
た
と
き
は
□
当
該
公
職
の
候
補
者
の
配
偶
者
又

は
三
親
等
内
の
親
族
は
□
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
と
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
□ 

  

□
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
寄
附
の
制
限
□ 

第
十
九
条
の
八
の
三 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
は
□
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し

て
は
□
寄
附
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
□
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
な
く

な
つ
た
後
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い
政
治
団
体
が
□
第
一
号
若
し
く
は
第
二

号
に
掲
げ
る
者
又
は
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
衆
議
院
議
員
若

□
新
設
□ 

   

□
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
通
知
□ 

第
十
九
条
の
八 

□
略
□ 

  

□
新
設
□ 

        
□
新
設
□ 

   



 

三 

し
く
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
で
あ
つ
た
者
に
対
し
て
す
る
寄

附
に
つ
い
て
も
□
同
様
と
す
る
□ 

一 
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員

に
係
る
公
職
の
候
補
者
の
配
偶
者
及
び
三
親
等
内
の
親
族 

二 

前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公

職
の
候
補
者
で
あ
る
も
の
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体 

三 

当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員

で
あ
つ
て
当
該
公
職
の
選
挙
に
係
る
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
で
な
く

な
つ
た
も
の 

  

□
会
社
等
の
寄
附
等
の
禁
止
□ 

第
二
十
一
条 

会
社
□
労
働
組
合
□
労
働
組
合
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七

十
四
号
□
第
二
条
に
規
定
す
る
労
働
組
合
を
い
う
□
第
三
項
□
第
二
十
一
条
の

三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
二
条
の
六
の
三
に
お
い
て
同
じ
□
□
□

職
員
団
体
□
国
家
公
務
員
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
□
第
百
八
条

の
二
又
は
地
方
公
務
員
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
□
第
五

十
二
条
に
規
定
す
る
職
員
団
体
を
い
う
□
第
三
項
□
第
二
十
一
条
の
三
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
二
条
の
六
の
三
に
お
い
て
同
じ
□
□
そ
の
他
の

団
体
は
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の
対
価
の

支
払
を
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
項
の
規
定
は
□
政
治
団
体
が
す
る
寄
附
及
び
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の

           

□
会
社
等
の
寄
附
の
制
限
□ 

第
二
十
一
条 

会
社
□
労
働
組
合
□
労
働
組
合
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七

十
四
号
□
第
二
条
に
規
定
す
る
労
働
組
合
を
い
う
□
第
三
項
並
び
に
第
二
十

一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
□
職
員
団
体
□
国
家
公
務

員
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
□
第
百
八
条
の
二
又
は
地
方
公
務

員
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
□
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る

職
員
団
体
を
い
う
□
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
□
□
そ
の
他
の
団
体
は
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
者

に
対
し
て
は
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

２ 

前
項
の
規
定
は
□
政
治
団
体
が
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 



  

四 

対
価
の
支
払
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

３ 
何
人
も
□
会
社
□
労
働
組
合
□
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
□
政
治
団
体
を
除

く
□
□
に
対
し
て
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の

対
価
の
支
払
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
□
又
は
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

４ 

□
略
□ 

 
 

□
公
職
の
候
補
者
の
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
禁
止
□ 

第
二
十
一
条
の
二 

□
略
□ 

  

□
削
る
□ 

  

□
同
一
の
者
に
対
す
る
寄
附
の
制
限
□ 

第
二
十
二
条 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
は
□
各
年
中
に
お
い
て
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の

同
一
の
政
治
団
体
に
対
し
て
は
□
千
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

２
・
３ 

□
略
□ 

  

□
本
人
の
名
義
以
外
の
名
義
等
に
よ
る
寄
附
等
の
制
限
□ 

第
二
十
二
条
の
六 

何
人
も
□
本
人
の
名
義
以
外
の
名
義
又
は
匿
名
で
□
政
治

 

３ 

何
人
も
□
会
社
□
労
働
組
合
□
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
□
政
治
団
体
を
除

く
□
□
に
対
し
て
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
に

対
す
る
も
の
を
除
く
□
□
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
□
又
は
要
求
し
て
は
な
ら
な

い
□ 

４ 

□
略
□ 

  

□
公
職
の
候
補
者
の
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
禁
止
□ 

第
二
十
一
条
の
二 

何
人
も
□
公
職
の
候
補
者
の
政
治
活
動
□
選
挙
運
動
を
除

く
□
□
に
関
し
て
寄
附
□
金
銭
等
に
よ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
□
政
治
団
体

に
対
す
る
も
の
を
除
く
□
□
を
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
項
の
規
定
は
□
政
党
が
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
□
適
用
し
な
い
□ 

  

□
同
一
の
者
に
対
す
る
寄
附
の
制
限
□ 

第
二
十
二
条 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
は
□
各
年
中
に
お
い
て
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の

同
一
の
政
治
団
体
に
対
し
て
は
□
五
千
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

２
・
３ 

□
略
□ 

  

第
二
十
二
条
の
六 
何
人
も
□
本
人
の
名
義
以
外
の
名
義
又
は
匿
名
で
□
政
治



 

五 

活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の
対
価
の
支
払
を
し
て
は

な
ら
な
い
□ 

２ 

□
略
□ 

３ 

何
人
も
□
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
□

テ
□
□
の
対
価
の
支
払
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

４
・
５ 

□
略
□ 

 

□
政
治
資
金
団
体
に
係
る
寄
附
の
方
法
の
制
限
□ 

第
二
十
二
条
の
六
の
二 

□
略
□ 

  

□
雇
用
関
係
の
不
当
利
用
等
に
よ
る
寄
附
等
の
制
限
□ 

第
二
十
二
条
の
六
の
三 

会
社
□
労
働
組
合
□
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
は
□
そ

の
役
職
員
又
は
構
成
員
に
対
し
□
雇
用
そ
の
他
の
関
係
を
不
当
に
利
用
し
て
□

又
は
政
治
団
体
の
会
費
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
約
束

し
て
□
政
治
団
体
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
を
勧
誘
し
□
か
つ
□
当
該
政
治
団
体

を
し
て
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の
対
価
の

支
払
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

□
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
等
に
関
す
る
制
限
□ 

第
二
十
二
条
の
七 

何
人
も
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ

せ
ん
又
は
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
す
る
場
合

活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

２ 

□
略
□ 

３ 

何
人
も
□
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
を
受
け
て
は
な
ら
な

い
□ 

４
・
５ 

□
略
□ 

 

□
政
治
資
金
団
体
に
係
る
寄
附
の
方
法
の
制
限
□ 

第
二
十
二
条
の
六
の
二 

□
略
□ 

  

□
新
設
□ 

      
□
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
に
関
す
る
制
限
□ 

第
二
十
二
条
の
七 

何
人
も
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ

せ
ん
を
す
る
場
合
に
お
い
て
□
相
手
方
に
対
し
業
務
□
雇
用
そ
の
他
の
関
係



  

六 

に
お
い
て
□
相
手
方
に
対
し
業
務
□
雇
用
そ
の
他
の
関
係
又
は
組
織
の
影
響

力
を
利
用
し
て
威
迫
す
る
等
不
当
に
そ
の
意
思
を
拘
束
す
る
よ
う
な
方
法

で
□
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
又
は
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
行
為
を

し
て
は
な
ら
な
い
□ 

２ 

政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
又
は
政
治
資
金
パ
□

テ
□
□
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
す
る
者
は
□
い
か
な
る
方
法
を
も
つ

て
す
る
を
問
わ
ず
□
寄
附
又
は
対
価
の
支
払
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
意
思
に

反
し
て
□
そ
の
者
の
賃
金
□
工
賃
□
下
請
代
金
そ
の
他
性
質
上
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
か
ら
の
控
除
に
よ
る
方
法
で
□
当
該
寄
附
又
は
対
価
と
し
て
支
払
わ

れ
る
金
銭
等
を
集
め
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

□
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の
対
価
の
支
払
に
関
す
る
制
限
□ 

第
二
十
二
条
の
八 

□
略
□ 

２
・
３ 

□
略
□ 

□
削
る
□ 

      

又
は
組
織
の
影
響
力
を
利
用
し
て
威
迫
す
る
等
不
当
に
そ
の
意
思
を
拘
束
す

る
よ
う
な
方
法
で
□
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な

い
□ 

 

２ 

政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
を
す
る
者
は
□
い
か

な
る
方
法
を
も
つ
て
す
る
を
問
わ
ず
□
寄
附
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
意
思
に

反
し
て
□
そ
の
者
の
賃
金
□
工
賃
□
下
請
代
金
そ
の
他
性
質
上
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
か
ら
の
控
除
に
よ
る
方
法
で
□
当
該
寄
附
を
集
め
て
は
な
ら
な
い
□ 

   

□
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の
対
価
の
支
払
に
関
す
る
制
限
□ 

第
二
十
二
条
の
八 

□
略
□ 

２
・
３ 

□
略
□ 

４ 

第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
の
規
定
は
□
政
治
資

金
パ
□
テ
□
□
の
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□

第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
中
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
□
と
あ
り
□
及
び
同

条
第
三
項
中
□
寄
附
□
と
あ
る
の
は
□
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の
対
価
の
支

払
□
と
□
前
条
第
一
項
中
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ
せ

ん
□
と
あ
る
の
は
□
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
□

と
□□
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
□
と
あ
る
の
は
□
当
該
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ



 

七 

     

４ 

第
二
項
に
規
定
す
る
告
知
に
係
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
文
言
に
つ
い
て

は
□
総
務
省
令
で
定
め
る
□ 

ん
□
と
□
同
条
第
二
項
中
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ
せ

ん
□
と
あ
る
の
は
□
政
治
資
金
パ
□
テ
□
□
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
□

と
□□
□
寄
附
□
と
あ
る
の
は
□
□
対
価
の
支
払
□
と
□□
当
該
寄
附
□
と
あ
る

の
は
□
当
該
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
等
□
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
□ 

５ 

第
二
項
に
規
定
す
る
告
知
に
係
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
文
言
に
つ
い
て

は
□
総
務
省
令
で
定
め
る
□ 

 
 

 


